
東大和市居住安定援助賃貸住宅事業に係る事務処理要綱 

 

令和８年３月３１日 

市長決裁 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成

１９年法律第１１２号。以下「法」という。）第４０条第１項に規定する居住安定援助賃

貸住宅事業に関する計画（以下「居住安定援助計画」という。）の認定等を実施するに当

たり必要な事項を定め、居住安定援助賃貸住宅事業の適切かつ確実な実施を図ることを

目的とする。 

 

（通則） 

第２条 居住安定援助賃貸住宅事業については、法、国土交通省・厚生労働省関係住宅確保

要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成２９年厚生労働省・

国土交通省令第１号。以下「省令」という。）、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給

の促進に関する基本的な方針（令和７年厚生労働省・国土交通省告示第７号）、居住サポ

ート住宅認定制度認定審査マニュアル及び東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計

画によるほか、この要綱の定めによるものとする。 

 

（用語の定義） 

第３条 この要綱において、住宅確保要配慮者とは、法第２条第１項各号に規定する者をい

う。 

 

（事業内容） 

第４条 市長は、法第４０条第１項第１号の区域において、次に掲げる居住安定援助賃貸住

宅事業に係る業務を行う。 

（１）第５条に定める居住安定援助計画の認定業務（以下「認定業務」という。） 

（２） 第６条に定める居住安定援助賃貸住宅事業者の監督業務（以下「監督業務」という。） 

２ 前項に規定する業務の実施に関し必要な事項は、要領に別に定める。 

 

（認定業務の実施） 

第５条 認定業務は、次に掲げるものとする。 

（１）居住安定援助計画の認定申請に向けた相談対応業務 

（２）居住安定援助計画認定申請の受付及び審査 

（３）居住安定援助計画の認定又は不認定 



（４）法第４４条第１項の規定による居住安定援助計画変更申請の受付及び審査 

（５）居住安定援助計画の変更認定又は変更不認定 

（６）省令第２１条の規定による居住安定援助計画の変更届出書の受付 

（７）法第４９条の規定による居住安定認定計画の実施報告の受付 

（８）法第５０条の規定による居住安定援助専用賃貸住宅の目的外使用の申請受付及び審

査 

（９）居住安定援助専用賃貸住宅の目的外使用の承認又は不承認 

（１０）法第４５条に規定する認定事業者の地位の承継の申請受付及び審査 

（１１）認定事業者の地位の承継の承認又は不承認 

（１２）法第４４条第３項に規定する居住安定援助賃貸住宅事業の廃止の届出書の受付 

２ 市長は、前項第２号、第４号、第８号又は第１０号の申請があったときは、次の各号の

規定により、審査等の事務を行う。 

（１）申請受付及び審査は、申請に係る通知を受信する居住サポート住宅情報提供システム

（以下「システム」という。）上で行う。なお、審査事項は別表に定めるとおりとする。 

（２）申請情報に不備があるときは、申請者に補正を求めるものとする。この場合において、

審査内容を踏まえ、補正内容を記載してシステム上で差戻しを行う。 

（３）審査の結果、認定の基準に適合していると認めるときは、認定を行い、その旨を当該

認定を受けた者にシステム上で通知する。 

３ 認定業務を行うに当たり、申請者に暴力団員の疑いがあるときは、居住安定援助賃貸住

宅事業からの暴力団排除の推進に関する合意書（令和７年９月９日付警察庁丁組一発第

４８６号、国住心第３００号、社援保発０９０９第１号、社援地発０９０９第４号、障障

発０９０９第２号、老高発０９０９第２号）に基づき、警視庁に対して欠格条項に係る照

会を行う。照会の結果、申請者が暴力団員等と認められるときは、認定を行わないものと

する。 

また、通報等により認定事業者に暴力団員等の疑いがあるときも、同様に警視庁に対し

て照会を行い、照会の結果、暴力団員等と認められるときは、法第５６条第１項第１号に

基づき、認定の取消しを行うものとする。 

４ 認定業務を行うに当たり、申請に係る居住安定援助賃貸住宅が消防法（昭和２３年法律

第１８６号）及び建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に違反するものでないことを

確認するため必要があるときは、東京消防庁北多摩西部消防署（以下「北多摩西部消防署」

という。）又は東京都多摩建築指導事務所（以下「多摩建築指導事務所」という。）に対し、

当該住宅の名称、所在地その他居住安定援助計画及び添付書類の記載事項並びに追加の

聴取等により把握した事項を明示の上、以下の事項について照会することができる。照会

の結果、消防法及び建築基準法の違反が認められる場合で、当該違反が是正される見込み

がないと判断されるときは、法第４１条に基づき、認定を行わないものとする。 

（１）消防法第５条第１項、第５条の２第１項、第５条の３第１項、第８条第３項、同条第



４項、第８条の２第５項、同条第６項、第１７条の４第１項又は同条第２項による命令

（以下「消防法に基づく命令」という。）を受けていないこと。 

（２）建築基準法第９条第１項又は第７項の規定による命令（以下「建築基準法に基づく命

令」という。）を受けていないこと。 

また、必要に応じて、北多摩西部消防署又は多摩建築指導事務所と調整の上、第１号及

び第２号以外の事項について照会することとする。 

５ 居住安定援助計画の変更の申請が行われた場合についても、前項の場合に準じて対応

することとする。照会の結果、当該変更の申請に係る居住安定援助賃貸住宅について、消

防法及び建築基準法の違反が認められる場合で当該違反が是正される見込みがないと判

断されるときは、法第４４条第２項において準用する法第４１条の認定を行わないもの

とする。 

６ 既に認定を受けた居住安定援助賃貸住宅について、消防法に基づく命令又は建築基準

法に基づく命令を受けたことが把握できるよう、北多摩西部消防署又は多摩建築指導事

務所との情報共有に努めるものとする。 

 

（監督業務の実施） 

第６条 監督業務は、次に掲げるものとする。 

（１）報告徴収及び立入検査 

（２）改善命令 

（３）計画の認定の取消し 

２ 市長は、認定事業者及び認定を受けた居住安定援助賃貸住宅について、他の法令に基づ

く指導・監督の状況をできる限り把握し対応するものとする。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

 

審査書類 必須/適宜

申請書別紙 必須

居住安定援助賃貸住宅事業を行う者
（賃貸人が法人の場合）

申請書別添１ 適宜

居住安定援助賃貸住宅事業を行う者
（賃貸人の法定代理人が法人の場合）

申請書別添２ 適宜

居住安定援助賃貸住宅事業を行う者
（援助実施者が法人の場合）

申請書別添３ 適宜

居住安定援助賃貸住宅事業を行う者
（援助実施者の法定代理人が法人の場合）

申請書別添４ 適宜

誓約書 必須

申請書別紙 必須

居住安定援助計画の内容 居住安定援助の内容の概要図 必須

安否機器の概要
（機器による安否確認を行う場合）

機器の種類及び仕様が分かる書類 適宜

安否確認の対応フロー 居住安定援助の内容の概要図 必須

つなぎ先リスト 居住安定援助の内容の概要図 必須

つなぎ先との連携状況
（つなぎ先が民間事業者の場合）

連携が確認できる同意書等 適宜

適切につないだことを確認できる対応フロー 居住安定援助の内容の概要図 必須

委託事業者
（居住安定援助の一部を委託する場合）

委託契約書（委託契約書の案でも可） 適宜

居住安定援助の提供の対価
居住安定援助と同様の一般向けサービスの利用料が分かる
書類

適宜

申請書別紙 必須

申請書別紙 適宜

申請書別紙 必須

申請書別紙 必須

住宅の規模及び設備等 申請書別添５ 必須

住宅の規模及び設備等
（共同居住型賃貸住宅の場合）

申請書別添６ 必須

構造が省令第10条第一号に掲げる基準に適合するもの
であること

誓約書 必須

住宅の規模及び設備 住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図 必須

住宅が耐震関係規定に適合又はこれに準ずるものであ
ること

・耐震診断の結果についての報告書
・建設住宅性能評価書
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保証明書
・その他住宅の耐震性に関する書類

適宜

申請書別紙 必須

申請書別紙 必須

誓約書 必須

入居に関する問合せ先

基本方針及び東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計
画に照らして適切なものであること

居住安定援助賃貸住宅の棟数・戸数

入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲
（範囲を定める場合）

居住安定援助賃貸住宅の名称及び所在地

居住安定援助賃貸住宅の規模並びに構造及び設備

居住安定援助賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事
項

主な審査事項

居住安定援助賃貸住宅事業を行う者

申請者等が欠格要件に該当しないこと

居住安定援助の内容及び提供の対価に
関する事項


